
特定非営利法人青梅こども未来・みらいcafé   
マルシェイベント出店規約 

特定非営利法人青梅こども未来 
代表理事 栗原久美子  

はじめに 

　このマルシェイベント出店規約（以下「本規約」といいます）は、特定非営利法人青梅こども未来（以下「当法人」といいます）が
企画及び運営を行うマルシェイベント（以下「本イベント」といいます）における物販及びワークショップの講師を務める機会を提供
するにあたり（以下、提供サービスを「本サービス」といいます）、本サービスの利用の諸条件を定めるものです。 
本サービスをご利用になる方（以下「出店者」といいます）には、本規約に同意の上で、本イベントへの出店をしていただきます。 

イベントの趣旨 
　みらいcafé・マルシェイベントは、当法人の活動目的である「乳幼児から高齢者までのあらゆる世代が出会い交流することで、皆が
安心して暮らす環境づくり」の実現に向け、様々な「人・事・物の出会いの場」の一つとして、また地域の方々の「こんなことやって
みたい！」の実現を応援するものとして企画されています。 

第１条　出店について  

1.  企画書に基づきイベントの趣旨に沿った内容を心がけ、地域やイベント全体の雰囲気を損なわない出店内容であることとします。 
2.  食品等販売において許可が必要なものについては保健所の許可を必ず得ていることとします。 
3.  当法人の活動に賛同し、賛助会員としてご出資いただける方に特典を設けています。会員登録*をお願いいたします。　　
（¥3,000/１口以上・1年間有効）*強制ではありません。 

第２条　出店料について 

1. 出店者は物販において、売上金額の20％を当法人に納めるものとします。（初回15%・2回目以降20%） 
2. 賛助会員は物販において、売上金額の10％を当法人に納めるものとします。 
3. 出店者はワークショップにおいて、講師料を設定しないものに関しては、物販と同様に売上金額の20%を当法人に納めるものとし
ます。（初回15%・2回目以降20%）講師料を設定するものに関しては、「講師依頼・契約書」の規約事項に準じるものとします。 

4. 賛助会員はワークショップにおいて、講師料を設定しないものに関しては、物販と同様に売上金額の10%を当法人に納めるものと
します。　講師料を設定するものに関しては、「講師依頼・契約書」の規約事項に準じるものとします。 

第３条　出店者情報の管理 

1. 当法人は、出店者が提供した出店者情報について、当法人WEBサイト及び本イベントのチラシ等に必要に応じ編集の上、掲載する
ことができるものとし、出店者は、当法人による出店者情報の利用に同意します。 

2. 当法人が、前項に定める当法人WEBサイト及び本イベントのチラシ等へ掲載の出店者情報に関しては、全ての出店者のWEBサイト
および店舗等での掲載をすることができるものとします。 

第４条　出店に関する責任 

1. 出店者は、本イベントにて、自らの事業者としての責任、判断、及び費用負担において、来館者に対する接客、作品の販売、ワー
クショップの実施を含む全ての対応を行うものとします。なお、当法人は、本サービスの提供の他、出店者による本イベントでの
販売ないし売上に関して、何らの保証をするものではないことに、出店者は同意します。 

2. 出店者は、自己の責任と費用負担において、出店者間、又は出店者と来館者の間で発生するいかなる事故、苦情その他のトラブル
への対応及び解決を行うものとします。ただし、本イベントの会場の保安上の理由から、当法人からトラブル対応に関する指示が
あった場合、出店者はこれに従うものとします。 

3. 当法人は、本イベントにおいて出店者において行われるいかなる取引、ないし出店者間、又は出店者と来館者その他第三者（本イ
ベント会場および近隣の店舗等）との間で発生するいかなる事故、苦情その他のトラブルに関して一切の責任を負わないものとし
ます。 

4. 出店者は、本イベントの会場内では、自己の責任において、作品、商品、売上金及び貴重品等の管理を行うものとし、当法人は、
盗難、紛失、損傷等について一切の責任を負わないものとします。 

5. 前3項の規定に関わらず、出店者は、盗難、事故その他のトラブルを認識した場合、速やかに本イベント担当者に通知するものとし
ます。 



6. 第三者の権利を侵害する作品、あるいは社会通念に照らし普通人に不快を与えると判断されるものが展示又は販売された場合、当
法人は当該作品の展示若しくは販売の中止、又は出店ブースの撤去を出店者に求め、又は実行することができます。 

7. 当法人は、本イベント当日、両替の対応は行いません。出店者は、自己の責任と判断において必要な釣銭を準備するものとしま
す。 

8. 当法人は、出店者からの廃棄されるゴミの回収は行いません。出店者は、自己の責任において、自己の出店に関するゴミの管理、
回収、持帰り及び自宅での廃棄を行うものとします。 

第５条　搬入・搬出に関する注意事項 

1. 出店者は、作品及び備品の搬入及び搬出にあたり、周囲の安全に十分配慮して行うものとします。 

2. 出店者は、当法人の事前の指定に従い、会場の車両搬入口を使用することができるものとします。ただし、車両搬入口が、荷積み
又は荷下ろしのための一時停車用スペースであることを理解し、搬入・搬出のための一時的使用に限るものとします。 

3. 作品及び備品の搬入又は搬出にあたり、会場設備又は備品に損傷が生じ、又は破壊された場合、修理費用を請求される場合がある
ことに、出店者は同意するものとします。作品及び備品の搬入又は搬出にあたり、出店者、他の出店者その他の第三者に怪我、事
故等が発生した場合、出店者は一切の責任を負うものとします。 

4. 出店者は、①当法人の指定する搬出完了予定時刻までに作品、持込み備品又は携行品が会場に残されている場合、②食品その他大
きさや質により破棄される場合があること、③破棄費用を請求される場合があることに、同意するものとします。 

第６条　当日の遵守事項 

1. 出店者は、本サービスを利用して、ブースを出店するにあたり、以下の各号を遵守するものとします。 

1. 会場の都合又は安全上の理由により、当法人が、出店ブースの変更又は出店ブース内のレイアウト変更を要請した場合、出店
者はこれに従うこと 

2. 当法人の指定する時間までに出店ブースの設営及び撤収作業を自己の責任において行い、本イベント終了後に出店ブースに当
法人よりレンタルしたテーブル・イス・その他の備品以外の物品（作品、持込備品、携行品等）を残さないこと 

3. 本規約、本イベントの会場の利用方法に関する当法人からの指示に従うこと 

4. 出店ブースの設営、運営及び撤収にあたり、自己の出店ブース内の他、隣接ブースや通路の来館者その他の安全に十分配慮して
作業を行うこと 

5. 車両による搬入・搬出を行う場合、作品及び備品の搬入・搬出のための荷積み又は荷下ろしの終了後、車両搬入口からすみや
かに移動すること 

6. 当法人よりレンタルしたテーブル、イス、その他備品を使用するにあたり、当法人の指定するルールに従うこと 

7. ブース内で音源を使用する場合、隣接する出店者に迷惑がかからない音量及び態様にとどめ、かつ、必要とされる音楽の権利
処理を、出店者の責任及び費用負担で行うこと 

2. 前項に関わらず、当法人が、出店者による前項各号に違反する行為を確認した場合、当法人は、当該出店者による出店ブースの撤去
及び退場を要請できるものし、出店者は当法人の要請に従うものとします。 

第７条　当日の禁止事項 

1. 本イベントでは、以下の行為が禁止されます。出店者は、以下の各号が禁止されることに同意の上、本イベントに出店するものと
します。 

1. 強引な勧誘その他の来館者に対する迷惑行為 

2. 誹謗中傷その他の他の出店者に対する迷惑行為又は営業妨害 

3. 当法人よりレンタルしたテーブル、イス、その他備品の破壊・損傷を加える行為、及び当法人の指定するルールに違反する使
用行為 

4. 火を使い、又は発生させるおそれのある行為 

5. 館内での飲酒・喫煙 



6. 危険物の持込みその他第4条6項で禁止される物品の持込、展示及び販売 

7. 他の出店者の作品及び肖像、及び来館者の肖像を無断で撮影すること、並びに撮影物を複製又はインターネットに無断でアッ
プロードするなどの利用をすること 

8. 作品及び備品の搬入・搬出のための荷積み又は荷下ろしの完了後、その他必要がないにもかかわらず、車両搬入口に車両の駐
車をする行為 

9. 第6条1項7号の条件に違反する音源の使用 

10.他の出店者や来館者の迷惑となるような展示その他の行為 

11.本イベント当日、同会場および近隣店舗の営業の妨げ・迷惑になる行為 

2. 前項に関わらず、当法人が、出店者による前項各号に該当する行為を確認した場合、当法人は、当該出店者によるブースの撤去及び
退場を要請できるものし、出店者は当法人の要請に従うものとします。 

第８条　本イベントのプロモーションへの協力 

1. 出店者は、①当法人又は当法人の指定する者が、本イベント及び当法人が企画、運営する他のイベントの告知、広報、宣伝及び運
営を目的として、本イベントで出品された作品、出店者の肖像を含む開催風景を写真又は映像で撮影すること（撮影された写真及
び映像を以下「プロモーション素材」といいます）、②当法人が指定する第三者が、プロモーション素材及び出店者専用ページに
登録された出店者の出店タイトルやクリエイター名、出店作品の写真や情報等を、本WEBサイトを含むWEBサイト、テレビ、ラジ
オ、新聞、雑誌、カタログ、DM、パンフレット等の印刷物に利用すること（以下「本利用」といいます）を許諾します。なお、本
利用は、期間及び場所を限定されず、かつ出店者に対する対価の支払いを要しないことに、出店者は同意します。 

2. 出店者は、前項に定めるプロモーション素材の撮影及び本利用に関し、当法人又は当法人の指定する第三者に対し、著作権、著作
者人格権、肖像権その他の権利を行使せず、かつ共同出店者をして行使させないものとします。万が一、共同出店者がかかる権利
を行使した場合、当法人は一切関与しないものとし、出店者は、自己の責任において解決するものとします。 

第９条　不可抗力による中止等 

天災地変、火災、地震、豪雨、洪水、悪天候、感染症、戦争、クーデター、暴動、内乱、交通機関の停止又は遅延、事故、ストライキ
その他の労働争議、テロの恐れ、その他これらに準ずる不可抗力による事由により、本イベントの開催が不可能又は困難となったと当
法人が判断した場合、当法人は、本イベントの中止又は時間変更等に起因する損害、損失及び費用について、出店者に対して、債務不
履行責任（損害賠償責任を含む）その他一切の責任を負わないものとします。 

第１０条　個人情報の取扱い 

1. 当法人は、出店者から提供された個人情報を、本イベントの目的の範囲内で使用できるものとします。また、出店者は、上記に従っ
て、当法人が出店者から提供された個人情報を使用することに同意します。 

2. 当法人は、出店者が来館者との間で行う個人情報の授受、及び個人情報の利用に関して発生したトラブル、損害、不利益等につい
て一切の責任を負いません。出店者は、来館者の個人情報の提供を受けた場合、個人情報保護法に従って取り扱うものとします。 

第１１条　一般的禁止事項 

1. 出店者は、本サービスの利用に関連して、以下の各号に定める行為又はそのおそれのある行為を行わないものとします。 

1. 法令、本規約に違反する行為 

2. 公序良俗に反する行為 

3. 出店ブースの全部又は一部を有償又は無償で第三者に譲渡又は貸与する行為 

4. 詐欺その他の犯罪に結びつく行為 

5. 虚偽又は欺罔的な情報の提供 

6. 上記のほか、当法人が不適切又は不適当であると判断する行為 

2. 当法人は、出店者が前項に違反すると判断した場合には、当該出店者に出店ブースの撤去及び退場を要請できるものし、出店者は
当法人の要請に従うものとします。 

第１２条　本規約の変更 



1. 当法人は、出店者に対して、当法人が適当と判断する方法によって通知した上で、いつでも本規約の内容を変更、追加、削除、廃
止等（以下、あわせて「変更等」といいます）できます。 

2. 出店者は、本規約の変更等について、自己の責任で確認するものとします。出店者は、本規約の変更等の以降に本サービスを利用
した場合は、本規約の当該変更等について確認及び同意したとみなされます。 

作成日:　2022/7/7 

私は本規約に同意し、イベントへの出店を希望いたします。 

　　　　　年　　　月　　　日 氏名：


